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追加：熱中症にかかる法改正等について



労働災害の現状
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令和7年災害状況（栃木労働基準監督署）



令和7年災害状況（栃木労働基準監督署）



令和6年災害状況（確定）（栃木労働基準監督署）



令和6年災害状況（確定）（栃木労働基準監督署）



 ・1位 転倒・・・159件

 業種別上位・・・小売業（31件）

 社会福祉施設（18件）

 道路貨物運送（13件）

 食料品製造業（12件）

 ・2位 墜落・転落・・・108件

 業種別上位・・・道路貨物運送（29件）

 建設工事業 （11件）

 その他の建設（ 7 件）

 小売業 （ 5 件）

令和6年災害状況（型別）（上位4件）



令和6年災害状況（型別）（上位4件）

 ・3位 動作の反動・無理な動作・・・88件

 業種別上位・・・社会福祉施設（16件）

 小売業 （ 9 件）

 道路貨物運送（ 7 件）

 ・4位 はさまれ・巻き込まれ・・・65件

 業種別上位・・・金属製品製造業（8件）

 食料品製造業 （7件）

 小売業 （6件）

 化学工業 （5件）



令和6年災害状況（年齢別）

 ・ ～19歳  6件

 ・20～30歳 59件

 ・30～40歳   105件

 ・40～50歳   109件

 ・50～60歳   199件

 ・60～70歳   111件

 ・70歳～ 74件

※傾向として50歳以上の災害が多い



対策
 ・リスクアセスメントの導入 ※

 （危険の洗い出し，ヒヤリハット箇所についての周知，

 転倒しそうな箇所（危険因子）を無くす。）

 ・安全教育の徹底

 ・不安全行動の徹底排除

 ・エイジフレンドリーによりガイドラインの徹底※































全国安全週間実施要綱























熱中症について



熱中症とは

 熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分
（ナトリウムなど）のバランスが崩れたり、循環調節や体温調
節などの体内の重要な調整機能が破綻するなどの体内の重要な
調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称です。

 症状として、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗
、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障
害、痙攣・手足の運動障害、高体温などが現れます。



今回の法改正

 労働安全衛生規則第６１２条の２ 第1項

 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等
熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらか
じめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有す
る場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑い
があることを当該作業に従事する他の者が発見した場合
にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事
する者に対し、当該体制を周知させなければならない。



「暑熱な場所」
・湿球黒球温度（WBGT）が28度以上又はの

場所をいい、必ずしも事業場内外の気温が
31度以上特定の作業場のみを指すものでは

なく、出張先で作業を行う場合、労働者が移
動して複数の場所で作業を行う場合や、作
業場所から作業場所への移動時等も含む趣
旨であること。



湿球黒球温度（WBGT）





また、「暑熱な場所において連続して行われ
る作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」
とは、上記の場所において、継続して１時間
以上又は１日当たり４時間を超えて行われる
ことが見込まれる作業をいうこと。なお、非定
常作業、臨時の作業等であっても上記の条件
を満たすことが見込まれる場合は対象となる
こと。



暑熱な場所に該当するか否かは、原則として作
業が行われる場所で湿球黒球温度又は気温を
実測することにより判断する必要があるが、例え
ば、通風のよい屋外作業について、天気予報（ス
マートフォン等のアプリケーションによるものを含
む。）、環境省の運営する熱中症予防情報サイト
等の活用によって判断可能な場合には、これら
を用いても差し支えないこと。



「当該作業に従事する者」とは、労働者だ
けでなく、労働者と同一の場所において当
該作業に従事する労働者以外の者を含む
ものであること。



「報告をさせる体制の整備」

・報告する者とは・・・作業場の責任者等
・連絡方法・・・上記者の携帯電話※

※電話が取れない場合は、副責任者を定
めておくことも良い

※責任者の現場巡視、バディ制、ウェアラ
ブルデバイスを使った管理を推奨



「作業員への周知」

作業日の作業開始前までに行っておく必
要があるが、夏季の屋外作業のように、一
定期間、暑熱環境下で作業を行うことが明
らかな場合は、十分な余裕をもって体制を
整え、当該作業に従事することが見込まれ
る者に周知しておくよう努めること。



「周知方法」

報告先等が作業者に確実に伝わるこ
とが必要

作業場の見やすい箇所への掲示、メ
ールの送付、文書の配布のほか、朝
礼における伝達等口頭によること

伝達内容が複雑である場合など口頭だ
けでは確実に伝わることが担保されない
場合や、朝礼に参加しない者がいる場合
なども想定されるため、必要に応じて、複
数の手段を組み合わせて行うこと



 労働安全衛生規則第６１２条の２ 第2項

 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等
熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらか
じめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却
、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることそ
の他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の
内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事
する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手
順を周知させなければならない。



「手順等の周知及び時期」について
は，１項と同じ



「身体の冷却とは」

作業着を脱がせて水をかけること、アイス
バスに入れること、十分に涼しい休憩所
に避難させること、ミストファンを当てるこ
と等の被災者を体外から冷却する措置の
ほか、アイススラリー（流動性の氷状飲料
）を摂取させる等の被災者を体内から冷
却する措置が挙げられる



「熱中症の症状の悪化を防止するために必
要な措置の内容及びその実施に関する手順
等」

手順等の作成に当たっては、必要に応じて、
別添を参考にされたいが、必ずしもこれらに
よらず、作業場所及び作業内容の実態を踏
まえて、事業場独自の手順等を定めて差し
支えないこと









「熱中症の症状の悪化を防止するために必
要な措置の内容及びその実施に関する手
順」等については、あらかじめ、事業場にお
ける緊急連絡網、搬送先となる医療機関の
連絡先（当該医療機関の所在地を含む。）
を定めた場合には、これらも含めて手順例
等に記載することが望ましいこと



熱中症については、帰宅後も含め、時間が経ってか
ら症状が悪化することがある。このため、事業場に
おける回復の判断は慎重に行うことが重要である。
回復後の体調急変等により症状が悪化する場合は
、直ちに医療機関を受診する必要があるため、その
旨を回復後の作業者に十分理解させるとともに、体
調急変時の連絡体制や対応（具合が悪くなったら本
人や家族が救急搬送を要請する、事業者側から様
子を伺うための連絡を取る等）を、事業場の実態を
踏まえて、あらかじめ定めておくことが重要であるこ
と



職場における熱中症予防基本対策要綱



概要
①WBGT値（暑さ指数）の活用
→WBGTの測定
→WBGT値の留意事項（作業服による補正、健康な
労働者を基準にしていること）

→WBGT基準値に基づく評価等（冷房等活用し、値
を下げること）
②熱中症予防対策
→作業環境管理（WBGTの低減措置・・・遮蔽物、屋

根、冷房措置、扇風機を設置、通風が悪い場所では
散水）
→休憩場所の整備等（冷房の効いた休憩場所を設
置、日陰の休憩場所を設置）



→休憩場所の整備等
・・・冷房の効いた休憩場所を設置、日陰の休憩場
所を設置

・・・氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体
を適度に冷やすことのできる物品を設置

・・・水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行える
よう高温多湿作業場所に飲料水を設置

③作業管理
→作業時間の短縮
→暑熱順化（熱に慣れ当該環境に適応すること）
※一時作業を離れて別の作業（事務員）をした者が
復帰した場合は再度暑熱順化をすること

→水分及び塩分の摂取
→服装等
空調付作業着、通気性の良い服、帽子



→休憩場所の整備等
・・・冷房の効いた休憩場所を設置、日陰の休憩場
所を設置

・・・氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体
を適度に冷やすことのできる物品を設置

・・・水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行える
よう高温多湿作業場所に飲料水を設置

③作業管理
→作業時間の短縮
→暑熱順化（熱に慣れ当該環境に適応すること）
※一時作業を離れて別の作業（事務員）をした者が
復帰した場合は再度暑熱順化をすること

→水分及び塩分の摂取
→服装等
空調付作業着、通気性の良い服、帽子



→作業中の巡視
→連絡体制の整備
④健康管理
→健康診断に基づく対応
・・・異常所見がある場合（例えば糖尿病、高血圧症、
心疾患、腎不全等）は、就業場所の変更、作業の
転換等適切な措置を講ずること

→日常の健康管理等
・・・睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未
摂取等

→労働者の健康状態の確認
・・・作業開始前に健康状態を確認
作業中は、巡視し、異常がないか確認

→身体等の状況の確認
・・・休憩所に体温計、体重計を設置し必要に応じ身
体の状況を確認出来るようにすること



⑤労働衛生教育（管理者、作業者）
→熱中症の症状、熱中症の予防方法、緊急時の救急
措置、熱中症の事例
※入場者教育の際、資料を用いて教育すること
⑥救急処置
→緊急連絡網の作成、周知
→救急措置



参考資料















ご清聴ありがとう
ございました。
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